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所沢市 PPA 方式による第２一般廃棄物最終処分場太陽光発電設備導入事業 

における官民対話実施要領 

 

 

１．目的 

所沢市 PPA 方式による第２一般廃棄物最終処分場太陽光発電設備導入事業（以下

「本事業」という。）の円滑な実施に向け、民間事業者の視点からの参入障壁、リスク

分担及び事業スキーム等に関する意見を把握し、本事業の実施検討に資することを目

的とする。 

 

 

２．本事業概要 

（１） 設備設置場所の提供範囲 

   所沢市第２一般廃棄物最終処分場（所沢市大字南永井字井頭 1071 番 1）内

の処分場被覆施設の屋根及び付帯設備の設置に必要となる敷地内スペースと

する。 

（２） 事業趣旨 

 所沢市（以下「市」という。）が所有する第２一般廃棄物最終処分場（以下「対

象施設」という。）の屋根上等の使用を、本事業の実施者（以下「事業者」とい

う。）に許可し、当該事業者が PPA 方式により設置及び運営する太陽光発電設

備及びその他の付帯設備（以下「設備」という。）から供給される電力を、市が

対象施設、市役所本庁舎及びその他の市公共施設（以下「その他施設」という。）

において、各年度の予算の範囲内で購入し、利用するものである。 

 

 

３．官民対話の内容 

プロポーザルに係る募集要項案、仕様書及び資料案（募集要項案「関係書類一覧」

を参照）、様式案等（以下「募集要項案等」という。）を公開し、参加事業者から提出

された官民対話意見書（様式３）を基に、市がヒアリング事項を整理のうえ、意見交

換等の官民対話を行う。 

なお、官民対話は参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため、個別に実施す

るものとする。 
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４．官民対話の実施スケジュール 

 以下のとおり実施する。なお、官民対話の所要時間は、概ね 1 時間を予定している。 

実施要領の公表 令和 8 年 6 月 11 日（木） 

参加申込 令和 8 年 6 月 11 日（木）～ 令和 8 年 6 月 19 日（金） 

官民対話の実施 令和 8 年 6 月 15 日（月）～ 令和 8 年 6 月 24 日（水） 

結果概要の公表 令和 8 年 7 月上旬公表予定 

 

 

５．官民対話の手続き 

（１） 参加申込 

 官民対話への参加を希望する事業者は、参加申込書（様式１）、市提供資料に

関する誓約書（様式２）に必要事項を記入の上、件名を【処分場 PPA 官民対

話参加申込（事業者名）】として、電子メールにより提出すること。市で確認が

でき次第、参加事業者に対して図面等の資料を電子メールにより提供する。 

（２） 官民対話実施日時・場所の通知 

 官民対話の実施日時及び実施方法（対面又はオンラインのいずれか）、対面

の場合の実施場所については、参加申込のあった事業者へ電子メールにて連絡

する。 

（３） 官民対話意見書の提出 

参加事業者は資料受理後、官民対話意見書（様式３）を作成し、件名を【処

分場 PPA 官民対話意見書提出（事業者名）】として、官民対話の実施日 2 営業

日前までに、電子メールにより提出すること。 

（４） 結果概要の公表 

  結果については概要を公表する。 

 

 

６．本事業におけるポイント 

（１） 交付金の活用 

本事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化

事業）」を活用して実施するものであり、工事費等を対象として、市から事業者

に交付決定額の範囲内で補助金を交付する。そのため、二酸化炭素排出抑制対

策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱のほか関連す

る規定を厳守した事業実施が必要となる。 
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（２） 事業スキーム 

運転開始日から 20 年間、当該設備により発電した電力の全量と、これに付

随する環境価値を市に供給するものとする。 

電力の供給先は、①対象施設、②市役所本庁舎、③その他施設の順とし、供

給量が不足する場合は、上位の供給先を優先する。 

 

 

７．参加事業者の資格要件等 

（１） 参加事業者の条件 

① 法人、個人事業主又は任意の団体のいずれかの者とする。 

② 単独又はグループ（複数の企業・団体の共同体）とする。 

（２） 参加事業者の要件 

 参加事業者は、以下のいずれの項目にも該当しないこと。共同企業体として

参加する場合は、代表構成員及び構成員の全てがこれに従うものとする。 

① 破産者で復権を得ない者。 

② 市との契約等において、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条

の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人、支配

人、その他使用人として使用する者。ただし、その事実があった後 3 年を経過し

た者については、この限りではない。 

③ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続の開始の申し立て、又は会

社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者。ただし、更生手続の開始決定又は更生計画の認可決定がなされている場合

は、この限りではない。 

④ 国税又は地方税を滞納している者。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体である者又はそれらの構成員が

行う活動に関与が認められる者。 

⑥ 所沢市建設工事等の有資格業者に関する入札参加停止等措置要綱（平成 20 年

３月 28 日要綱）の規定に基づく参加停止措置を受けている期間中の者。 

⑦ 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする者。 
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８．留意事項 

（１） 官民対話の取り扱い 

① 官民対話は、公募型プロポーザルとは別に実施する意見交換の場である。 

② 本官民対話への参加は、今後のプロポーザル公募時における評価の対象にはな

らない。 

（２） 費用負担 

 本官民対話に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、参加事業者の

負担とする。 

（３） 提出書類の取り扱い及び特許等 

① 提出書類の著作権は参加事業者に帰属するが、提出書類の返却はしない。 

② 市は、提出書類について参加事業者の許可を得ずに本官民対話の実施に必要な

目的以外で使用しない。 

③ 申込内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方

法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、参加事業者が負うものとする。 

（４） 法令の遵守 

 参加事業者は、本官民対話に申し込むに当たり、事前に自らの責任において

関係法令等を確認及び遵守するものとし、怠った結果生じた責任は、参加事業

者が負うものとする。 

 

 

９．問い合わせ先 

郵便番号：〒３５９－８５０１ 

住 所：埼玉県所沢市並木一丁目１番地の１ 

担 当：所沢市環境クリーン部マチごとエコタウン推進課 

電 話：０４－２９９８－９１３３（平日 8：30～17：15） 

Ｆ Ａ Ｘ：０４－２９９８－９３９４ 

M A I L：a9133@city.tokorozawa.lg.jp 


